
 原木しいたけ経営緊急支援資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成27年３月31日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第32号 

   原木しいたけ経営緊急支援資金貸付規則の一部を改正する規則 

 原木しいたけ経営緊急支援資金貸付規則（平成24年岩手県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 
貸付の対象となる損害補填資金 

１被害生産者ごとの貸

付限度額 

  
貸付の対象となる損害補填資金 

１被害生産者ごとの貸

付限度額 

 

  ［略］     ［略］   

 被害生産者が県の要請に応じた

露地において生産されたしいた

けの出荷の自粛により、新たに

しいたけ栽培のためのビニルハ

ウスの整備をする必要が生じた

場合であって当該整備を補助金

（知事が別に定める補助金に限

る。）の交付を受けて行うとき

に、当該被害生産者に対して貸

し付ける資金 

 ［略］   被害生産者が県の要請に応じた

露地において生産されたしいた

けの出荷の自粛により、新たに

しいたけ栽培のためのビニルハ

ウスの整備をする必要が生じた

場合であって当該整備を補助金

（知事が別に定める補助金に限

る。）の交付を受けて行うとき

に、当該被害生産者に対して貸

し付ける資金 

 ［略］  

   被害生産者が県の要請に応じた

露地において生産されたしいた

けの出荷の自粛により、しいた

けほだ木の放射性物質による汚

染を防止するために新たにビニ

ルシートその他の資材を購入し

てしいたけほだ木の被覆等の措

置を講じた場合に、当該被害生

産者に対して貸し付ける資金 

当該資材の購入代金及

び被覆等の措置に要し

た費用について、当該

しいたけほだ木１本に

つき293円 

 

        

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 
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